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は じ め に

米国の金融危機に端を発した世界同時不況も、幾分持直しの動きが見られるものの、大阪の経済、

とりわけ中小企業を取巻く情勢は依然として厳しい状況に置かれています。また、わが国が人口減少

社会に突入する一方で、アジア諸国の経済の台頭は著しく、大阪経済の活性化を図るためには、中小

企業の国際競争力をつけることが必要不可欠であり、その切り札となるのが知的財産（注１）である

と言えます。

平成15年3月1日に施行された「知的財産基本法」では、知的財産の創造、保護及び活用に関する自

主的な施策の策定・実施が地方公共団体の責務として規定されました。大阪府では、これを受け、平

成16年2月に、知的財産の創造、保護、活用、知的財産に関連する人材の育成と府民意識の向上を柱

に「大阪府知的財産戦略指針」を策定し、関西特許情報センターを核として、大阪産業の活性化に向

けた知財施策を展開してまいりました。

その結果、府内中小企業の中には、知的財産の重要性を認識し、積極的に活用しようとする動きが

見られるなど、大きな成果が得られたところでありますが、一方、このような動きは、まだまだ一部

の企業に止まっていることから、より多くの企業に波及していくような取り組みが必要であります。

また、「大阪府知的財産戦略指針」策定後、知的財産を取り巻く環境も大きく変化してきており、

これらに対応した見直しが必要となっていることから、同指針を改定するとともに、知的財産支援施

策の抜本的な再構築を図ることといたしました。

なお、改定前の指針は理念編と施策編が一体となって、本府として知的財産の創造・保護・活用の

促進、知的財産関連の人材の育成に向けて取り組むべき施策を打ち出していましたが、改定後の指針

は理念のみとし、それを受けて施策を展開していくことといたします。

今後は、庁内部局はもとより、国、知的財産関連機関、市町村、商工会・商工会議所、ＮＰＯ等、

様々な活動主体との連携を緊密化し、新指針の下に、知的財産を活用した大阪産業の活性化に向けた

施策を展開してまいります。
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第１章 指針の基本的方向

Ⅰ 指針改定の背景

大阪府では、平成16年に「大阪府知的財産戦略指針」を策定し、関西特許情報センターを核とし

て、様々な施策を展開し、中小企業の知的財産の創造、保護、活用の促進を図ってまいりました。

しかしながら、指針策定後、経済のグローバル化、オープン・イノベーションの進展、情報のデジ

タル化・ネットワーク化の進展など、知的財産を取り巻く環境も大きく変化してきております。

とりわけ、企業の経営戦略において、知的財産が重要な位置を占めるようになっており、大企業に

比べ、知的財産への取り組みが低調である中小企業への一層の支援が必要となってきています。

また、企業の海外進出が進む中で、アジア等における模倣品被害が年々拡大しており、これらに対

処するための施策が求められています。

大阪府では、これまでの事業について、様々な角度から機能分析を行った結果、大阪府立特許情報

センターにおける国内外約 42 万冊の紙公報の閲覧事業につきましては、公報の電子化やインターネ

ット環境の進歩により、利用者が大幅に減少する状況となったことから、平成 22 年 9 月末日をもっ

て廃止し、特許情報の検索については、インターネット等を活用した検索支援に移行することとしま

した。

そして、大阪府立特許情報センターをはじめ、知的財産関連機関が入居する関西特許情報センター

につきましても、平成22年度をもって閉館する予定であります。また、平成23年度からは、ものづ

くり企業の総合支援拠点であるＭＯＢＩＯ（「ものづくりビジネスセンター大阪」）（注２）において、

大学や公設試験研究機関等の知的財産支援機関（注３）と連携した事業の実施など、知的財産支援施

策を抜本的に再構築することといたします。

一方で、平成20年12月に策定された「将来ビジョン・大阪」において、大阪の将来像の一つとし

て「世界をリードする大阪産業」が位置づけられています。その中で「がんばる大阪の中小企業の応

援戦略」として、ものづくり企業の技術革新が掲げられており、大阪発のイノベーションを知的財産

面から支援する施策が必要と考えています。

これら様々な状況を踏まえ、中小企業における知的財産の取り組みをより一層促進することで、大

阪の産業活性化を図るべく「大阪府知的財産戦略指針」を改定することといたしました。

注２）ＭＯＢＩＯ（「ものづくりビジネスセンター大阪」）：

クリエイション・コア東大阪に設置した大阪府のものづくり支援拠点。大阪府ものづくり支援課を中心に、様々な機関

がものづくり企業の支援を実施。

注３）知的財産支援機関：中小企業等の知的財産の創造・保護・活用、人材育成に関する課題に対し、具体的な支援を実施

する全ての機関。

3



Ⅱ 指針の目指す方向

国におきましては、平成15年3月1日に施行された「知的財産基本法」に基づき知的財産戦略本部が

設置され、毎年度、知的財産推進計画を策定しています。また、近畿では全国に先駆け、平成17年度

に近畿知財戦略本部が設置され、知的財産の創造・保護・活用・普及啓発を始め、海外模倣品対策等

の新たな課題への取組み等を行っており、大阪府も参画し、近畿知財戦略本部との連携強化を図って

いるところです。

大阪府では、平成16年に策定した「大阪府知的財産戦略指針」において、国との適切な役割分担

及び区域の特性を生かした自主的な施策という観点の下、知的財産を活用した中小・ベンチャー企業

支援施策を実施してまいりました。大阪は、数多くの元気なものづくり中小企業が集積しており、優

れた技術を持った中小・ベンチャー企業が、大阪の産業を支えています。その技術力を保護、活用す

ることで、大阪産業の更なる活性化が期待されることから、引き続き、中小・ベンチャー企業をメイ

ンプレイヤーとした施策を打ち出すことといたします。

また、「将来ビジョン・大阪」では、概ね2025年を目標に、世界をリードする大阪産業をはじめ、

５つの将来像を掲げています。ビジョンの実現に向けて、次世代を牽引する産業への投資促進、オー

プン・イノベーションの動きに対応し、府内中小企業と大企業の連携促進等を図っていく上で、特許

や商標、意匠など知的財産面の支援がますます重要となっています。

そのような中で、知的財産戦略（注４）を実践して、競争力を強化する企業を増やすことを、本指

針の目指すべき方向として位置付け、ナンバーワン・オンリーワン企業の創出に向けた知的財産面で

の取り組みを推進してまいります。

また、本指針では、知的財産の創造・保護・活用の促進、知的財産の保護等に携わる主体となるべ

き人材の育成と企業意識の啓発を図るために必要となる具体的な戦略をお示しします。

今後とも、知的財産支援機関との連携強化を図りながら、新しい指針の下に、知的財産を活用した

大阪産業の活性化に向けた施策を展開してまいります。

Ⅲ 大阪産業の活性化に向けた知的財産支援戦略のあり方

大阪産業が活性化するためには、事業所数で９割以上を占め、数量的にも主要なプレーヤーである

中小・ベンチャー企業の経営革新や新規事業展開、創業を促進することが極めて重要です。

大阪は、優れた技術力で世界をリードするナンバーワン・オンリーワンの中小・ベンチャー企業が

数多く集積し、極めて高いレベルの産業ポテンシャルを有しています。しかしながら、アジアをはじ

注４）知的財産戦略：最適な知的財産の生み出し方・守り方・活かし方。
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めとした国々の技術力向上に伴い、価格競争の行き詰まりや模倣品被害が深刻化する現状において、

中小・ベンチャー企業の国際競争力を高めることが必要不可欠です。そして、その際の切り札となる

のが知的財産ですが、多くの中小企業では、知的財産に対する意識が十分でないと言われています。

また、知的財産に対する意識があっても、資金面・人材面等の制約から、特許等の専任担当者や部署

を置くことが困難な状況にあります。このため、個々の企業の知的財産に関する認知度や業種、社内

体制等の状況に応じた施策を迅速かつ適切に実施することが求められています。

そこで、大阪府では、知的財産戦略を実践して、競争力を強化する企業を増やすことで、大阪発ナ

ンバーワン・オンリーワン企業の創出を知的財産面から支援することを目的とし、施策ターゲットを

次のとおり明確化いたしました。

１．知的財産戦略実践企業

すでに知的財産戦略を構築した事業展開を実践している企業には、企業ステータス・ブランド強化

に向けた国内外への情報発信を図ってまいります。

２．知的財産戦略の実践を目指す企業

知的財産に対する意識はあるものの、知的財産の戦略的な活用の実践には至っていない、あるいは

知的財産の戦略的な活用に取り組みたい企業を重点支援対象と位置付け、知的財産戦略実践企業への

ステップアップを全力でサポートしてまいります。

３．その他の企業

企業の保有する技術の価値を再発見し、知的財産として活用できる企業に育成するため、知的財産

に関する意識啓発に努めてまいります。

第２章 大阪産業の活性化に向けた知的財産支援戦略

大阪の産業を支える中小・ベンチャー企業を知的財産支援戦略のメインプレイヤーとし、知的財産

の創造・保護・活用という「知的創造サイクル」を実現していくことで、大阪産業の活性化を図って

まいります。

本章では、知的財産の創造・保護・活用とそれを支える人材の育成に向けた知的財産支援戦略をお

示しします。
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Ⅰ 知的財産の創造に関する戦略

知的財産を活用した豊かな社会を実現するための第一段階は、知的財産を創造することにあります。

新技術やアイデアを生み出すことはもちろんのこと、近年、マークやネーミング、デザインの創出に

ついても業績向上に繋がる強みとして注目されてきています。

知的財産を創造する前段階として有用なのが、特許公報などの知的財産の情報です。これらの情報

を活用することで、先行する事例や技術を徹底的に調べることが可能となり、知的財産創造への第一

歩として、非常に効果的です。

また、知的財産を創造する際には、その保護と活用を見据えた視点が重要と言えます。そのために

は、知的財産に関する適切な知識と戦略を発明者や発明者の所属する組織が有することが必要となり

ます。

大阪府では、中小・ベンチャー企業発のイノベーションや知的財産の創造が促進されるような環境

整備に向け、以下の取組みを行ってまいります。

■産学官連携による研究開発

■府立産業技術総合研究所等による技術開発支援

■知的財産に関する情報提供、相談機能の充実

模 倣

安心した新規事業の展開

知 的 財 産 の 創 造

権 利 化 等

知 的 財 産 支 援 機 関

×
研究開発支援 人材育成 情報の提供 相 談

知 的 財 産 の 創 造

企 業
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Ⅱ 知的財産の保護に関する戦略

創造された知的財産を適切に権利化することにより、自己の技術が無断で他者に使用されることを

防止することができます。また、自身で独占的に事業化を図るのみならず、他者に対してライセンシ

ングを行うことにより、幅広い企業が新規の技術を利用でき、産業が活性化されるとともに、権利を

保有する企業等はその利用者から実施料収入を得ることが可能となります。

一方で、特許権の効力は出願した国にしか及びませんが、特許出願すれば、出願公開により、その

内容が国内外に広く公知される状態となるため、海外での事業展開を考えている場合は、戦略的な権

利化が必要となります。また、他社が独自に開発することが困難な技術や特許権の侵害発見が困難な

技術については、特許を出願せずにノウハウとして秘匿する方が好ましい場合もあります。このよう

に、知的財産の保護といっても、その後の事業展開や技術内容によって採るべき戦略は様々です。

平成21年の日本人による都道府県別特許出願件数を見ると、大阪府は46,105件で東京都に次いで全

国２位であり、全国比15%の出願を行っています。ただし、前年比では約10％のマイナスとなってお

り、全国的に見ても年々減少傾向となっています（特許行政年次報告書）。

知的財産権に関しては、国が様々な法律によって保護しているところであり、大阪府としては、創

造された知的財産を中小企業等が自ら適切に保護するため、以下の取組みを行ってまいります。

■関係機関との連携による知的財産の適切な保護の促進

■知的財産に関する情報提供、相談機能の充実

無断使用

使用料

支払い
ライセン

シング

知 的 財 産 の 保 護

×
知 的 財 産 支 援 機 関

技術の保護他の企業

企 業 企 業

知的財産の権利化 ノウハウの保護

・出願支援 ・権利取得支援 ・相談

・紛争対応 ・情報提供

支援 支援

新技術の利用
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Ⅲ 知的財産の活用に関する戦略

企業にとって知的財産は人・モノ・お金と同じ経営資源のひとつであり、創造・保護された知的財

産をいかにして活用していくかという点は、大阪経済の活性化を図る上で非常に重要なテーマです。

人材、資金を投資した研究開発の成果物である知的財産を自社で活用することはもちろんですが、

他者に対してライセンシングを行うことで、実施料収入を得ることもできます。一方で、他者の知的

財産を活用することで、研究開発等の手間と労力を省いて付加価値の向上を図ることも可能となりま

す。このように幅広い企業が知的財産を有効に活用することが、大阪産業全体の活性化に繋がるので

す。

大阪府においては、特許流通アドバイザーによる開放特許の流通を通じた中小・ベンチャー企業の

支援に加え、大学と企業との共同研究等を通じた技術移転の推進など、これまでも必要な施策を展開

してまいりましたが、今後とも、知的財産を活用した新規事業の創出、既存企業の技術力の高度化を

図るため、以下の取組みを行ってまいります。

■産学官連携による技術移転の促進

■知的財産の活用機会の提供等

■知的財産に関する情報提供、相談機能の充実

知 的 財 産 の 活 用

産業の活性化

開

放

特

許支

援

知 的 財 産
企業にとって人・モノ・金

と同じ経営資源のひとつ

府

内

大

学

等

の

研

究

成

果

知 的 財 産 支 援 機 関

支

援

移 転

・新規事業の創出

・既存企業の技術力の高度化

中
小
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業

移 転

中
小
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業

大
企
業
、
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Ⅳ 人材の育成と企業意識の啓発に関する戦略

知的財産の創造・保護・活用の全てにおいて、成否の鍵を握るのは人材です。知的財産に関する各

種施策や環境整備を行うと同時に、発明する者、実施する者、事業を支援する者など、様々な立場の

人材を育成することにより、知的財産の創造・保護・活用という「知的創造サイクル」をより強固な

ものとしていくことが非常に重要です。

大阪府では、知的財産の創造・保護・活用を支える人材の育成と企業意識の啓発に向け、関係機関

と連携し、以下の取組みを進めてまいります。

■知的財産活用実践例の普及啓発

■知的財産の創造、保護、活用に携わる人材の育成

■知的財産に関する情報提供、相談機能の充実

創 造

新規事業の展開

人材育成・企業意識の啓発

ライセンス契約

事業化 等

大学等の

教育機関

＜人材育成＞

知的財産

支援機関

権利化

ノウハウ秘匿 等
再投資

共同開発 等

企 業

活 用

産業の活性化

保 護

技術の保護

普及啓発

人材育成
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第３章 知的財産戦略指針の推進体制

本指針については、知的財産を取り巻く環境の変化に対応するため、中小企業の方々のニーズや課

題を的確に把握しながら、適宜適切に見直しを行うものとします。

また、本指針に基づく各種具体的施策は、事務局において、毎年度末に調査を行い、事業の実施状

況を把握するとともに、新年度の事業を施策集として体系的にまとめ、ホームページ等で公表するも

のとします。これにより、知的財産に関する大阪府の施策を分かりやすくするとともに、中小・ベン

チャー企業の皆様に情報提供し、より実践的に活用しやすいものといたします。
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